
 

皆さんが安心して消費生活を送るた

めには、地域社会で大切なことは何か、

地域の見守力がアップするためには、ど

のような行動が求められるか。この教材

は、その「気づき」「声かけ」のヒントが

詰まっています。 

 

本ヒント集は３つの章から構成されて

います。 

第１章総論は､消費者問題の基本で

す。第２章各論は、①「民生委員・児童

委員」向け、②「訪問介護員・介護支援

専門員」向け、③「相談支援専門員」

向けに、様々な具体的な実例から「気づ

き」「疑い」「声かけ」のヒントが例示さ

れています。第３章はまとめです。 

 

○「第２章 各論 １.外からの見守り」から抜粋 

 

１．外からの見守り 

（１）地域を見守る民生委員へのお願い 

民生委員の強みである鋭い観察眼と 

対話力で消費者トラブル防止の手助けを

お願いする内容です。 



 

民生委員には、民生委員にしかできな

いことがあります。それが、活動と連携です。 

障害がある人やその家族を地域包括支

援センターや警察、消費生活センター、 

ヘルパー、ケアマネジャー、社会福祉士等と

連携しながら、住民相談からの生活に関す

る内容への対応と助言を行います。 

 

民生委員による「見守り」には、その範囲

と段階があります。 

１．民生委員の存在を知ってもらう 

２．消費生活上のトラブルについて情報提

供や相談先を紹介する 

３．積極的な挨拶等で、コミュニケーション

を図る 

４．自宅周辺等の異変がないか、変わった

ことがないか等、声かけをする 

５．気軽に話してもらえるように、話やすい 

雰囲気づくりや困り事はないかを訪ねる 

 

実例① 

民生委員が消費者被害から守った実例

を紹介します。 



 

消費者被害を防ぐ見守りポイント 

１．目と耳による確認で、ちょっとしたことに

「気づく」 

２．もしかしたらトラブルに巻き込まれていな

いだろうかという「疑い」 

３．直接聞くことで消費者被害防止に一歩

近づけるかもしれないという「声かけ」 

 

１．訪問販売の事例 

家の修理をすることになった、要支援を

受けている太郎さんの場合です。 

 

気づき 

民生委員は、普段見かけない白のワンボ

ックスカーが停まっていることに気づきまし

た。 



 

疑い（もしかしてトラブル？） 

業者のような車両、車内には工具などの

道具が入っている。何か、工事が必要なこ

とでもあったのか。 

民生委員は、最近多い詐欺ではないだ

ろうか？という疑いを持ちます。 

 

声かけ 

民生委員は、太郎さんが困っていないか

を確認するために、肯定的な表現で声をか

けてみることにしました。 

 

工事の訪問販売の場合の気づき・疑い・

声かけは、他にもあります。これらを参考に

してみてください。 



 

さらに具体的な表現を紹介します。 

目と耳で確認する被害に気づくためのポ

イントです。 

住民宅の周辺の出来事で普段と違う様

子が見られたり、住民との会話で不審に思

うような内容があるかもしれません。 

 

消費者トラブルに遭っているかもしれな

い！もしかしてトラブル？と疑ってみるポイン

トです。 

一見異変のない工事や人の出入り、会

話でも、大丈夫かな？何か困ったことになっ

ていないかな？と疑ってみます。 

 

ちょっとした声かけが未然防止につなが

ります。 

住民が話しやすくなるように、また、話す

きっかけになるように、さりげなく「変わりは

ないですか」など聞いてみてください。 

困ったことがある場合は、解決に向けた

声かけも大切です。「話を聞いてもいいで

すか」「一緒に調べましょう」など寄り添っ

た声かけをします。 

 

 



○「第２章 各論 ２.内からの見守り①」から抜粋 

 

 

１．内からの見守り 

（１）利用者の日常生活をサポートする 

訪問介護員、利用者の生活の質を向上

させる介護支援専門員へのお願い 

専門職の強みである豊かなコミュニケー

ション能力と連携のとれた観察力で消費

者トラブル防止の手助けをお願いする内容

です。 

 自宅での安らぎをサポートする訪問介護

員・介護支援専門員にしかできないことが

あります。 

利用者の傍で生活を支えているため、日

頃から困りごとを相談しやすい信頼関係を

築かれているのが強みです。利用者のより

身近で、生活に寄り添っているため、変化

に気づく機会も多く、関係機関につなぐ役

割もあります。 

 

 

実例② 

介護支援専門員が消費者被害から守っ

た実例を紹介します。 



 

消費者被害を防ぐ見守りポイント 

１．目と耳による確認で、ちょっとしたことに

「気づく」  

２．もしかしたらトラブルに巻き込まれていな

いだろうかという「疑い」 

３．直接聞くことで消費者被害防止に一歩

近づけるかもしれないという「声かけ」 

 

１．訪問販売の事例 

家の修理をすることになった、要介護を

受けている夏二さんの場合です。 

 

気づき 

訪問介護員は、最近、自宅に業者の人

が頻繁に出入りしていることに気づきまし

た。 



 

疑い（もしかしてトラブル？） 

頻繁に出入りしている業者の人は、何の

工事で来ているのか。 

浴室がきれいになったこと、夏二さんの

様子がいつもと違うことから、何かトラブル

に巻き込まれているのではないだろうか？と

いう疑いを持ちます。 

 

声かけ 

訪問介護員は、夏二さんがトラブルに巻

き込まれていないかを確認するために、さり

げない話題で声をかけてみることにしまし

た。 

 

工事の訪問販売の場合の気づき・疑い・

声かけは、他にもあります。これらを参考に

してみてください。 



 

さらに具体的な表現を紹介します。 

目と耳で確認する被害に気づくための

ポイントです。 

部屋の中や本人の様子から、普段と違う

ことはありませんか。小さなサインがきっか

けで被害に気づくかもしれません。 

 

消費者トラブルに遭っているかもしれな

い！もしかしてトラブル？と疑ってみるポイン

トです。 

カレンダーの印や机上のカタログ、家の

中の変化は、もしかして？と疑うきっかけに

なります。 

 

ちょっとした声かけが未然防止につなが

ります。 

利用者が話しやすくなるように、また、話

すきっかけになるように「元気がないようで

すが、変わりはありませんか？」などと、さり

げなく聞いてみてください。 

困ったことがある場合は、解決に向けた

声かけも大切です。「話を聴かせてもらえま

せんか」「一緒に確認してみましょう」など

と、問い詰めず寄り添った声かけをします。 

 

 



○「第２章 各論 ２.内からの見守り②」から抜粋 

 

2．内からの見守り 

（2）当事者ニーズをサポート、地域のネ

ットワークを構築する相談支援専門員

へのお願い 

専門職の強みである豊かなコミュニ

ケーション能力と連携のとれた観察力

で消費者トラブル防止の手助けをお願

いする内容です。 

 

実例③ 

相談支援専門員が消費者被害から

守った実例を紹介します。 

 

消費者被害を防ぐ見守りポイント 

１．目と耳による確認で、ちょっとしたこと

に「気づく」 

２．もしかしたらトラブルに巻き込まれて

いないだろうかという「疑い」 

３．直接聞くことで消費者被害防止

に一歩近づけるかもしれないという「声

かけ」 



 

１．店舗販売の事例 

携帯電話の契約をした、療育手帳所

持の春男さんの場合です。 

 

気づき 

相談支援専門員は、自宅にたくさん

の封書が届いていることに気づきまし

た。 

 

疑い（もしかしてトラブル？） 

相談支援専門員は、春男さんが要ら

ないものを買い物したり、断れずに困っ

たりしていなければいいが・・・と疑いま

した。 

 



 

声かけ 

相談支援専門員は、春男さんが何か

トラブルに巻き込まれていないかを確認

するために、さりげない話題で声をかけ

てみることにしました。 

 

店舗販売の場合の気づき・疑い・声

かけは、他にもあります。これらを参考に

してみてください。 

 

さらに具体的な表現を紹介します。 

目と耳で確認する被害に気づくため

のポイントです。 

部屋の状態や本人の様子が普段と

違うことで気づくことにつながります。障

害の特性から気づき、被害防止につな

がるかもしれません。 



 

消費者トラブルに遭っているかもしれ

ない！もしかしてトラブル？と疑ってみる

ポイントです。 

計画外の買物は、段ボールやゴミの

量が増えてしまったり、支出が増えたり

することでお金に困っているなど、何気

ない行動にも注意を払い、何か困ったこ

とになっていないかな？と疑ってみます。 

 

ちょっとした声かけが未然防止につ

ながります。 

本人が被害に遭ったことに気づいて

いない場合や、困っていることを他者に

言い難い場合もあります。もしかしてトラ

ブル？という疑いを、普段のさりげない

声かけで確認することが大切です。 

 

○「第３章 まとめ」から抜粋 

 

 

１．外からの見守り版 

こんな場面に遭遇したことはないですか？ 

住民宅に訪問した際、様々な会話の中

で、本人からスライドのような言葉は聞いた

ことはありませんか。サラッと口から出た言

葉に気をとめてみてください。 



 

住民宅を訪問した際、その周辺や庭、建

物など、普段と違う何か変化がある場合

は、一度立ち止まって、その様子を確認して

みてください。 

気になる点は、肯定的に声をかけること

で状況や様子が分かるかもしれません。 

 

もしもトラブルに巻き込まれたり、被害に

遭っている場合は、本人の様子がいつもと

違うかもしれません。 

落ち着きがなかったり、表情が極端に明

るかったり、暗かったり、お金の話題が多く

なるなど、普段と違う様子がないかを確認

してみてください。 

 

2.内からの見守り版 

「家の外」用のチェックシートです。 

利用者宅への訪問前後に、１分チェックを

してみませんか。 

見慣れない人や車の出入り、不自然な

工事や頻繁に届く宅配物など、普段と違う

ことがポイントです。 



 

「家の中」用のチェックシートです。 

見慣れない商品や段ボール、大量の封

書や請求書などの今までなかった物が増

えていませんか。また、設備が頻繁に交換さ

れていたり、カレンダーに不審なメモや書き

込みがあったりしていませんか。今一度、気

にとめて確認することで、消費者被害防止

につながることがあります。 

 

「本人の様子」用のチェックシートです。 

お金をあまり使わなくなったり、羽振りの

いい話が増えたり、金銭面での変化がきっ

かけになることがあります。 

交友関係の変化や本人の表情、携帯電

話やパソコンの通知などでの気づきをきっ

かけに問題解決につながることがあります。 

 

３．早期対応のための相談先 

被害は大きくなる前に相談してください。 

消費者ホットライン、局番なし１８８を訪

問先の相手にも伝え、覚えてもらえると早

期対応が可能となります。 

  

 


